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第 １ 章   一 般 事 項 

  （ 適 用 範 囲 ）   

第 １ 条   茨 城 県 南 水 道 企 業 団 と 締 結 す る 水 道 設 計 業 務（ 以 下「 業 務 」と い 

う 。） に 関 す る 業 務 委 託 契 約 書（ 以 下「 契 約 書 」と い う 。）に 定 め る 仕 様 書 

と は 、こ の 標 準 仕 様 書 並 び に 別 に 定 め る 設 計 書 及 び 特 記 仕 様 書 を い 

う 。   

２   設 計 書 及 び 特 記 仕 様 書（ 以 下「 設 計 図 書 等 」と い う 。）に 記 載 さ れ た 事 

項 は 、標 準 仕 様 書 に 優 先 す る 。   

  

  （ 業 務 遂 行 ）   

第 ２ 条   受 注 者 は 、 す べ て 標 準 仕 様 書 及 び 設 計 図 書 等 に 準 じ 、 茨 城 県 南 

水 道 企 業 団 の 担 当 者（ 以 下「 監 督 職 員 」と い う 。）の 指 示 に 従 っ て 業 務 を 

遂 行 し な け れ ば な ら な い 。   

２   業 務 は 、設 計 図 書 等 に 示 す 工 事 を 実 施 す る た め に 必 要 な 設 計 図 、計 

算 書 等 の 作 成 を 行 う も の と す る 。   

３   受 注 者 は 、 業 務 の 各 段 階 に 進 む と き は 、 当 該 段 階 の 基 本 方 針 に つ い 

て 監 督 職 員 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 業 務 着 手 届 ）   

第 ３ 条   受 注 者 は 、 契 約 書 に 定 め る 委 託 費 内 訳 明 細 書 及 び 業 務 工 程 表 

を 作 成 し 、 業 務 着 手 届 と と も に 、７ 日 以 内（ 休 日 含 む ） に 監 督 職 員 に 

提 出 す る も の と す る 。   

２   業 務 着 手 届 の 添 付 書 類 は 、 次 の 各 号 の と お り と す る 。   

（ １ ） 業 務 主 任 技 術 者 選 任 届    

（ ２ ） 委 託 費 内 訳 明 細 書   

（ ３ ） 業 務 工 程 表   

（ ４ ） 下 請 業 者 選 任 届（ 下 請 業 者 を 使 用 す る 場 合 の み 提 出 す る こ と ）   

（ ５ ） 委 託 管 理 連 絡 

（ ６ ） 免 許 ・ 資 格 等 の 証 明 書 （ 写 ）  
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  （ 管 理 技 術 者 及 び 担 当 技 術 者 ）   

第 ４ 条   受 注 者 は 、 管 理 技 術 者 及 び 担 当 技 術 者 を も っ て 、 秩 序 正 し い 業  

務 を 行 わ せ る と と も に 、 高 度 な 技 術 を 要 す る 部 門 に つ い て は 、 相 当 の 

経 験 を 有 す る 技 術 者 を 配 置 し な け れ ば な ら な い 。   

２   管 理 技 術 者 は 、 技 術 士 （ 上 下 水 道 部 門 ： 上 水 道 及 び 工 業 用 水 道 ） の 

資 格 を 有 す る 者 、 シ ビ ル コ ン サ ル テ ィ ン グ マ ネ ジ ャ ―（ R C C M ） （ 上 

水 道 及 び 工 業 用 水 道 ） 、 ま た は こ れ と 同 等 の 能 力 と 経 験 を 有 す る 技 術 

者 と し 、 業 務 の 全 般 に わ  た り 技 術 的 監 理 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

た だ し 、 簡 易 な 設 計 に お い て 監 督 職 員 が 認 め る も の に あ っ て は 、   

そ の 資 格 を 免 除 す る こ と が 出 来 る 。   

３   担 当 技 術 者 は 、 業 務 の 進 捗 を 図 る た め 、 業 務 に 精 通 し 、 専 念 で き る   

者 で な け れ ば な ら な い 。   

４   管 理 技 術 者 は 、 担 当 技 術 者 を 兼 ね る こ と が で き る 。   

  

  （ 委 託 業 務 計 画 書 ）   

第 ５ 条   受 注 者 は 、 契 約 締 結 後 に 委 託 業 務 計 画 書 を 作 成 し 、 監 督 職 員 

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

２   委 託 業 務 計 画 書 に は 、 契 約 図 書 に 基 づ き 下 記 事 項 を 記 載 す る も 

の と す る 。   

（ １ ） 業 務 概 要   

（ ２ ） 実 施 方 針   

（ ３ ） 業 務 工 程 （ 打 合 せ 日 ， 立 会 い 日 を 含 む ）   

（ ４ ） 業 務 組 織 計 画 （ 主 任 技 術 者 ・ 担 当 技 術 者 ・ 照 査 技 術 者 ）   

（ ５ ） 成 果 品 の 内 容 ， 部 数   

（ ６ ） 使 用 す る 主 な 図 書 及 び 基 準   

（ ７ ） 成 果 品 の 品 質 確 保 ・ 照 査 に 関 す る 計 画   

（ ８ ） 連 絡 体 制 （ 緊 急 時 を 含 む ）   

（ ９ ） 使 用 す る 主 な 機 器   

（ 10 ） そ の 他    

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 



３   受 注 者 は 、 委 託 業 務 計 画 書 の 重 要 な 内 容 を 変 更 す る 場 合 は 、 理 

由 を 明 確 に し た 上 、 そ の 都 度 監 督 職 員 に 変 更 委 託 業 務 計 画 書 を 提 出 

し な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 業 務 カ ル テ の 作 成 ）   

第 ６ 条   委 託 契 約 金 額 が １ ０ ０ 万 円 以 上 で あ る 場 合 、 受 注 者 は 、 調  

査   設 計 業 務 実 績 情 報 サ ー ビ ス （ Ｔ Ｅ Ｃ Ｒ Ｉ Ｓ ） 入 力 シ ス テ ム 

（（ 財 ）  日 本 建 設 情 報 総 合 セ ン タ ー ）に 基 づ き「 業 務 カ ル テ 」を 

作 成 し 、監 督 職 員 の 確 認 を 受 け た 後 、 契 約 後 １ ５ 日 以 内 に（ 財 ）日 本 建 

設 情 報 総 合 セ ン タ ー に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 費 用 の 負 担 ）   

第 ７ 条   業 務 の 審 査 等 に 伴 う 必 要 な 費 用 は 、 標 準 仕 様 書 及 び 設 計 図   

書 等 に 明 記 さ れ て い な い も の で あ っ て も 、 原 則 と し て 受 注 者 の 負   

担 と す る 。   

  

  （ 法 令 等 の 遵 守 ）   

第 ８ 条   受 注 者 は 、 業 務 の 遂 行 に 当 た り 、 関 連 す る 法 令 等 を 遵 守 し   

な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 中 立 性 の 保 持 ）   

第 ９ 条   受 注 者 は 、 常 に コ ン サ ル タ ン ト と し て の 中 立 性 を 保 持 す る   

よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

   

  （ 守 秘 義 務 ）   

第 １ ０ 条   受 注 者 は 、 業 務 の 成 果 及 び 業 務 の 遂 行 上 知 り 得 た 内 容 に 

つ い て 、 一 切 外 部 に 漏 ら し て は な ら な い 。   

  

  （ 許 可 申 請 ）   

第 １ １ 条   受 注 者 は 、 工 事 に 必 要 な 許 可 申 請 （ 占 用 許 可 等 ） に 関 す   

る 事 務 に 必 要 な 図 面 作 成 を 遅 滞 な く 行 わ な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 成 果 品 に 対 す る 責 任 の 範 囲 ）   

第 １ ２ 条   受 注 者 は 、 業 務 完 了 後 と い え ど も 、 誤 測 又 は 設 計 の 失 策   

若 し く は 不 備 が 発 見 さ れ た 場 合 及 び 工 事 着 手 に 当 た り 施 工 上 困 難   

な 場 合 は 、 速 や か に 図 書 の 訂 正 を し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 

に お い て 、 当 該 訂 正 に 要 す る 経 費 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。   

 

３ 



  

 （ 証 明 書 の 交 付 ）   

第 １ ３ 条   必 要 な 証 明 書 及 び 申 請 書 の 交 付 は 、 受 注 者 の 申 請 に よ り    

交 付 す る 。   

２   調 査 の 性 質 上 、茨 城 県 南 水 道 企 業 団 の 発 行 す る 身 分 証 明 書 を 必 要 と 

す る と き は 、身 分 証 明 書 発 行 願 に よ り 申 請 す る 。   

３   身 分 証 明 書 は 、 そ の 用 を 終 え た 時 点 で 速 や か に 返 却 し な け れ ば   

な ら な い 。   

  

  （ 成 果 品 の 管 理 及 び 帰 属 ）   

第 １ ４ 条   成 果 品 の 管 理 及 び 帰 属 は 、す べ て 茨 城 県 南 水 道 企 業 団 と す 

る 。   

２   成 果 品 を 監 督 職 員 の 承 諾 を 得 な い で 他 に 公 表 し 、若 し く は 貸 与 し 、  

又 は 使 用 す る こ と に つ い て は 、 一 切 こ れ を 認 め な い  。   

  

  （ 仕 様 書 に 対 す る 疑 義 ）   

第 １ ５ 条   受 注 者 は 、 業 務 の 遂 行 上 必 要 と 認 め ら れ る も の で 、 標 準   

仕 様 書 及 び 設 計 図 書 等 の 解 釈 に 疑 義 を 生 じ た 事 項 又 は 明 記 し て い   

な い 事 項 に つ い て は 、 監 督 職 員 と 前 も っ て 協 議 し 、 そ の 指 示 に 従 わ 

な け れ ば な ら な い 。    

  

  ( 実 施 工 程 表 の 作 成 ) 

第 １ ６ 条 受 注 者 は 毎 月 、 実 施 工 程 表 ( 任 意 様 式 )を 発 注 者 に 提 出 し 、業 

務 の 進 捗 状 況 を 報 告 し な け れ ば な ら な い。 
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第 ２ 章   調 査 

  （ 資 料 の 収 集 ）   

第 １ ７ 条   受 注 者 は 、 業 務 上 必 要 な 資 料 、 地 下 埋 設 物 及 び そ の 他 の   

支 障 物 件 （ 電 柱 ， 架 空 線 等 ） に つ い て は 、 関 係 官 公 署 、 企 業 者 等 

に お い て 将 来 計 画 を 含 め て 十 分 調 査 し な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 現 地 踏 査 ）   

第 １ ８ 条   受 注 者 は 、 設 計 図 書 等 に 示 さ れ た 設 計 対 象 路 線 に つ い て   

踏 査 し 、 地 勢 、 土 地 利 用 、 排 水 区 界 、 道 路 状 況 、 水 路 状 況 等 現 地 

を 十 分 把 握 し な け れ ば な ら な い 。   

２   踏 査 に 当 た っ て は 、 そ の 要 所 要 所 を 写 真 撮 影 し 、 設 計 協 議 時 の   

資 料 と す る 。   

３   土 地 の 立 入 り に 当 た っ て は 、 所 有 者 の 了 解 を 得 る も の と し 、 ま   

た 、 誤 解 を 与 え な い よ う 言 動 に も 注 意 す る こ と 。   

    な お 、 地 元 市 民 か ら 意 見 又 は 要 望 等 が あ っ た 場 合 は 、 逐 次 監 督   

員 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 現 況 調 査 ）   

第 １ ９ 条   受 注 者 は 、設 計 図 書 等 に 示 さ れ た 設 計 対 象 路 線 に お け る 、 

道 路 街 渠 、下 水 道 管 、ガ ス 管 、 電 気 ケ ー ブ ル 、 電 話 ケ ー ブ ル 、 光   

通 信 ケ ー ブ ル 、 水 道 管 、 防 火 貯 水 槽 等 地 下 埋 設 物 の 種 類 、 位 置 、   

形 状 、 深 さ 、 構 造 等 に つ い て 、 そ れ ら の 管 理 者 が 所 有 す る 資 料 と   

照 合 の 上 、 現 地 を 調 査 し な け れ ば な ら な い 。   

２   設 計 を 行 う 上 で 、 試 掘 調 査 又 は 老 朽 度 、 堆 積 物 の 状 況 、 破 損 の   

状 態 、 構 造 等 の 現 地 調 査 を 必 要 と す る と き は 、 当 該 調 査 の 実 施 を   

遅 滞 な く 、 監 督 職 員 に 求 め な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 

当 該 調 査 に 要 す る 費 用 は 、 別 途 計 上 す る も の と す る 。   

３   既 設 水 道 管 に 関 す る 次 の 項 目 に つ い て は 、 現 地 調 査 及 び 茨 城 県 南 

水 道 企 業 団 の 台 帳 調 査 を 行 う も の と す る 。   

（ １ ） 水 道 管 の 管 種 、 口 径 、 土 被 り 及 び 位 置 の 調 査   

（ ２ ） 仕 切 弁 に お け る 地 盤 か ら の ス ピ ン ド ル ま で の 深 さ の 調 査   

（ ３ ） 仕 切 弁 、 消 火 栓 及 び 排 泥 弁 等 の 位 置 の 調 査    

（ ４ ） 給 水 管 の 口 径 及 び 位 置 、 鉛 管 の 有 無 、 布 設 替 え が 必 要 な 止 水 

栓 ・ メ ー タ ー ボ ッ ク ス の 有 無 等 の 調 査 
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  （ 事 故 防 止 ）   

第 ２ ０ 条   現 地 調 査 に 当 た っ て は 、 障 害 そ の 他 事 故 の 発 生 を 未 然 に   

防 止 す る よ う 努 力 す る と と も に 、 関 係 法 規 を 守 り 、 円 滑 に 実 施 し 

な け れ ば な ら な い 。   

２   事 故 損 害 等 の 生 じ た 場 合 、 補 償 に 要 す る 費 用 は 受 注 者 の 負 担 と   

す る 。    
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第 ３ 章   設 計 一 般 

  （ 打 合 せ ）   

第 ２ １ 条   受 注 者 は 、 業 務 の 遂 行 に 当 た っ て 、 監 督 職 員 と 密 接 な 連 絡   

を 取 る も の と し 、 そ の 都 度 内 容 を 記 録 し 、 設 計 協 議 の 際 、 相 互 に 

確 認 す る も の と す る 。   

２   受 注 者 は 、 業 務 着 手 時 及 び 業 務 の 主 要 な 区 切 り に お い て 、 監 督   

員 と 打 合 せ を 行 い 、 そ の 結 果 を 記 録 し 、 相 互 に 確 認 す る も の と す る 。   

  

  （ 設 計 基 準 等 ）   

第 ２ ２ 条   設 計 に 当 た っ て 基 準 と な る 事 項 は 、 次 の 図 書 及 び 監 督 職 員   

の 指 定 す る 図 書 に 基 づ き 、監 督 職 員 と 協 議 の 上 、定 め る も の と す る 。   

（ １ ） 水 道 設 計 業 務 マ ニ ュ ア ル （ 茨 城 県 水 道 企 業 団 ）   

（ ２ ） 水 道 事 業 実 務 必 携 （ 全 国 簡 易 水 道 協 会 ）   

（ ３ ） 水 道 施 設 設 計 指 針・解 説 （ 日 本 水 道 協 会 ）   

（ ４ ） 水 道 工 事 基 準 仕 様 書 （ 日 本 水 道 協 会 ）   

（ ５ ） 水 道 施 設 耐 震 工 法 指 針・解 説 （ 日 本 水 道 協 会 ）   

（ ６ ） ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 の 各 技 術 資 料 （ 日 本 ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会 ）   

（ ７ ） 水 道 配 水 管 用 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 管 の 各 技 術 資 料 （ 配 水 用 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ 協 会 ）   

（ ８ ） 道 路 占 用 共 通 指 示 書・配 水 管 工 事 標 準 仕 様 書 （ 茨 城 県 水 道 企 業 団 ） 

（ ９ ） 給 水 装 置 工 事 設 計 及 び 施 工 基 準 （ 茨 城 県 水 道 企 業 団 ） 

 

  （ 設 計 上 の 疑 義 ）   

第 ２ ３ 条   受 注 者 は 、 設 計 上 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、 監 督 職 員 と 協 議 の   

上 、 こ れ ら の 解 決 に 当 た ら な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 設 計 の 資 料 ）   

第 ２ ４ 条   受 注 者 は 、 設 計 の 計 算 根 拠 、 資 料 等 を す べ て 明 確 に し 、   

整 理 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 参 考 資 料 の 貸 与 ）   

第 ２ ５ 条   業 務 に 必 要 な 水 道 管 網 図 、 測 量 図 及 び 測 量 成 果 簿 、 道 路   

台 帳 等 の 資 料 は 、 所 定 の 手 続 に よ り 受 注 者 に 貸 与 す る 。   

２   貸 与 品 は 、 丁 寧 に 扱 う と と も に 、 そ の 状 況 を 記 録 し た 帳 簿 を 備    

え 、 常 に そ の 管 理 状 況 を 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。  
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  （ 参 考 文 献 等 の 明 記 ）   

第 ２ ６ 条   業 務 を 行 う に 当 た り 、 文 献 そ の 他 の 資 料 を 引 用 し た 場 合   

は 、 そ の 文 献 及 び 資 料 の 名 称 を 明 記 し 、 そ の 写 し を 添 付 し な け れ 

ば な ら な い 。   
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第 ４ 章   設 計 細 則 

  （ 設 計 図 の 作 成 ）   

第 ２ ７ 条   主 要 な 設 計 図 は 、 茨 城 県 南 水 道 企 業 団 図 面 作 成 基 準 並 び に 

次 の 各 号 に よ り 作 成 す る こ と と し 、 図 面 完 成 時 に は 、 監 督 職 員 の 確 認 

を 得 な け れ ば な ら な い 。   

ま た 、 製 図 は Ｃ Ａ Ｄ に よ る も の と す る 。   

（ １ ） 位 置 図   

      位 置 図 は 、 都 市 計 画 図 に 施 工 箇 所 を 記 入 す る 。   

（ ２ ） 平 面 図   

      平 面 図 は 、 次 の 事 項 を 記 入 し 、 作 成 す る 。   

    ア   現 地 踏 査 及 び 現 況 調 査 に 基 づ く 各 種 道 路 内 占 用 物   

    イ   設 計 区 間 の 占 用 位 置 、 仕 切 弁 の 位 置 、 配 水 管 の 管 種 、 管 径 、 （  異 

形 管 区 間 距 離 ) 

    ウ   連 絡 す る 既 設 管 の 管 種 、 管 径   

    エ   布 設 替 え す る 街 渠 施 設 等 の 名 称   

（ ３ ） 配 管 詳 細 図   

      配 管 詳 細 図 は 、 異 形 管 、 切 管 、 連 絡 工 箇 所 、 伏 越 し の 詳 細 を   

記 入 す る 。   

（ ４ ） 横 断 面 図   

      横 断 面 図 は 、 深 度 変 化 や 管 種・管 径 に 変 化 が あ っ た 場 合 に 作 成 し 、 

次 の 事 項 を 記 入 す る 。   

    ア   平 面 図 と の 対 象 番 号 、 用 地 境 界 線 等   

    イ   新 旧 水 道 管 の 占 用 位 置 、 土 被 り 、 管 種 、 管 径   

    ウ   現 況 調 査 に 基 づ く 地 下 埋 設 物 の 名 称 、 占 用 位 置 、 土 被 り 、   

形 状 等   

（ ５ ） 構 造 図   

      構 造 図 は 、仕 切 弁 、排 泥 弁 、消 火 栓 、空 気 弁 等 の 形 状 を 記 入 す る 。   

（ ６ ） 土 工 標 準 図   

掘 削 断 面 の 仕 上 り の 形 状 ・ 寸 法 等 を 記 入 す る 。   

（ ７ ） 仮 設 図 （ 土 留 工 等 ）    

      仮 設 図 は 、 次 の 事 項 を 記 入 し 、 作 成 す る 。   

    ア   掘 削 幅 、 深 さ 、 配 水 管 の 口 径   

イ   使 用 す る 材 料 の 位 置 、 名 称 、 形 状 

 

 

 

９ 



 

（ ８ ） 給 水 平 面 図   

給 水 切 替 位 置 、 口 径 等 を 記 入 す る 。   

（ ９ ） 給 水 切 替 図   

給 水 切 替 図 は 、 次 の 事 項 を 記 入 し 、 作 成 す る 。   

ア   給 水 切 替 え 工 の 形 状 ・ 寸 法 、 材 料 、 部 品 の 組 合 せ   

イ   切 替 対 象 箇 所 の 所 有 者 名 、 管 種 、口 径 、 栓 番 、 更 新 延 長 等 

を 一 覧 表 に す る 。   

    

（ 10 ） 仮 設 配 管 図   

      仮 設 配 管 図 は 、 次 の 事 項 を 記 入 し 、 作 成 す る 。   

    ア   設 計 区 間 の 占 用 位 置 、 仮 設 仕 切 弁 及 び 消 火 栓 の 位 置 、 仮 設   

配 管 の 管 種 管 径 、 区 間 距 離   

    イ   連 絡 工 等 の 土 工 定 規 及 び 使 用 す る 材 料 の 名 称 、 形 状   

    ウ   仮 給 水 管 の 位 置 及 び 口 径   

      

（ 11 ） 仮 給 水 工 図 （ 仮 給 水 取 出 標 準 図 ・ 仮 給 水 管 切 替 一 覧 表 ）   

仮 給 水 工 図 は 、 次 の 事 項 を 記 入 し 、 作 成 す る 。   

ア   仮 給 水 切 替 え 工 の 形 状 ・ 寸 法 、 材 料 、 部 品 の 組 合 せ   

イ   仮 給 水 工 対 象 箇 所 の 所 有 者 名 、 管 種 、 口 径 、 栓 番 、 延 長 等 

を 一 覧 表 に す る 。   

  

（ 12 ） 舗 装 図   

      舗 装 上 の 求 積 図 及 び 区 画 線 工 図 を 作 成 す る 。   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

（ 現 地 立 会 い ， 現 地 の 実 測 ）   

第 ２ ８ 条   受 注 者 は 、 線 形 が 概 ね 定 ま っ た 後 、 現 地 に マ ー キ ン グ を 

行 い 、 起 点 、 終 点 、 曲 り 点 、 交 点 、 仕 切 弁 、 消 火 栓 等 に つ い て 、 

監 督 職 員 と 協 議 の も と 、 位 置 を 決 定 す る も の と す る 。   

２   現 地 立 会 い 結 果 に 従 い 、 マ ー キ ン グ の 修 正 を 行 い 、 延 長 及 び 、 

起 点 ・ 終 点 ・ 平 面 曲 り 点 ・ 交 点 ・ 仕 切 弁 ・ 消 火 栓 ・ そ の 他 弁 栓 類  

の オ フ セ ッ ト （ 道 路 境 界 石 等 か ら の 距 離 ） を 実 測 す る こ と 。 オ フ 

セ ッ ト は ２ 点 以 上 の 境 界 石 等 か ら と る も の と す る 。 

３   マ ー キ ン グ は 原 則 と し て 、 青 傘 の 鋲 を 使 用 す る 。 現 場 状 況 に よ り 、 

マ ー キ ン グ が 困 難 な 場 合 は 監 督 職 員 と 協 議 す る こ と 。 

４   舗 装 求 積 図 は 、 ヘ ロ ン の 公 式 ま た は 三 斜 法 に よ り 算 出 す る も の し 、 

辺 長 を 実 測 し 、 測 点 を マ ー キ ン グ す る こ と 。 ま た 機 器 に よ り 実 測 し た

場 合 は C A D 上 で 面 積 計 算 （ 2 回 計 測 平 均 ） に よ る こ と が で き る 。  

５   実 測 は 繊 維 製 巻 尺 ま た は こ れ と 同 等 以 上 の 精 度 を 持 つ 器 具 を 使 用 

す る こ と 。   

  （ 各 種 計 算 ）   

第 ２ ９ 条   地 盤 条 件 に よ る 基 礎 構 造 又 は 仮 設 工 法 の 検 討 及 び 地 震 動   

に よ る 安 全 照 査 を 行 う も の と し 、 計 算 に 当 た っ て は 監 督 職 員 と 十 分   

な 協 議 の 上 、 計 算 方 針 を 確 認 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。   

  

  （ 数 量 計 算 ）   

第 ３ ０ 条   数 量 計 算 は 、 完 成 し た 図 面 に 基 づ い て 工 事 に 必 要 な 数 量   

を 算 出 す る 。   

２   計 算 に 当 た っ て は 、 事 前 に 方 針 及 び 様 式 に つ い て 監 督 職 員 の 承 認   

を 得 て 行 う も の と す る 。   
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  （ 報 告 書 ）   

第 ３ １ 条   報 告 書 は 、 当 該 設 計 に 係 る 取 り ま と め の 概 要 書 を 作 成 す   

る も の と し 、 そ の 内 容 は 、 下 記 の と お り と す る 。   

（ １ ） 設 計 概 要 （ 件 名 、 委 託 箇 所 、 工 事 概 要 ）   

（ ２ ） 調 査 作 業 （ 地 下 埋 設 物 調 査 、 公 道 私 道 調 査 、 道 路 掘 削 規 制 調 

査 、 給 水 管 調 査 、 舗 装 構 成 調 査 ）   

（ ３ ） 路 線 環 境   

（ ４ ） 地 下 埋 設 物 状 況 （ 現 況 、 計 画 ）   

（ ５ ） 基 本 検 討 （ 整 備 計 画 ）   

（ ６ ） 線 形 検 討 （ 平 面 線 形 の 検 討 、 縦 断 線 形 の 検 討 ）   

（ ７ ） 布 設 方 法 の 検 討 （ 仮 設 配 管 の 検 討 、 本 管 布 設 の 検 討 、 継 手 の 

検 討 、 一 体 化 長 さ の 検 討 、 仕 切 弁 ・ 消 火 栓 等 の 位 置 の 検 討 ）   

（ ８ ） 仮 設 の 検 討 （ 土 留 工 の 検 討 ）    

（ ９ ） 現 況 写 真 （ 現 地 踏 査 時 の も の ）   

（ 10 ） 打 合 せ 議 事 録   

 

  （ 工 事 用 特 記 仕 様 書 ）   

第 ３ ２ 条   特 殊 な 工 法 を 用 い る 場 合 又 は 施 工 に 当 た っ て 注 意 す べ き   

事 項 が あ る 場 合 、 若 し く は 監 督 職 員 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 当 該 事 

項 に つ い て の 特 記 仕 様 書 を 作 成 す る も の と す る 。   

  

  （ 実 施 設 計 関 係 提 出 図 書 ）   

第 ３ ３ 条   実 施 設 計 に 係 る 提 出 図 書 は 、 次 の と お り と す る 。   

    な お 、 縮 尺 及 び 原 図 の 寸 法 は 監 督 職 員 の 指 示 に よ る も の と し 、 提   

出 部 数 は 設 計 図 書 等 に よ り 確 認 す る こ と 。   

    図 書 の 名 称                   縮   尺             原 図 の 寸 法   

（ １ ） 位 置 図                    ( 1/5,000or10,000)    Ａ － １   

（ ２ ） 配 管 図                    ( Free )                 〃   

（ ３ ） 平 面 図                    ( 1/500)                〃   

（ ４ ） 配 管 詳 細 図                                  〃   

（ ５ ） 横 断 面 図                 ( 1/100)                〃  

（ ６ ） 構 造 図                    ( Free )                 〃 

（ ７ ） 土 工 標 準 図              ( Free )                 〃 

（ ８ ） 仮 設 図 （ 土 留 等 ）     ( Free )                 〃  
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    図 書 の 名 称                   縮   尺             原 図 の 寸 法   

（ ９ ） 給 水 標 準 図       （ 貸 与 図 に よ る ）      A － １ 

（ 10 ） 給 水 切 替 図    （ 栓 番 含 む ）              〃   

（ 11 ） 仮 設 配 管 図                                      〃   

（ 12 ） 仮 給 水 工 図 （ 仮給水取出標準図・仮給水管切替一覧表） 〃   

（ 13 ） 舗 装 図                                            〃   

    以 上 に つ い て は 、印 刷 済 設 計 図 書 ( A － １) 1 部 、 縮 小 版 製 本 （ 原 図 Ａ 

－ ３ ） ２ 部 及 び 原 図 と す る 。 原 図 は 、当 企 業 団 指 定 の ク ラ ウ ド サ ー 

バ ー へ の ア ッ プ ロ ー ド  ( D V D の 提 出 は 廃 止 ) と す る 。な お 、 電 子 納 品 

す る 原 図 の フ ァ イ ル 形 式 は D W G ・ D X F ・ S F C 及 び P D F ( 入 札 用 個 人 

情 報 抜 き 及 び 工 事 用 の 個 人 情 報 入 り を 作 成 )と す る 。   

（ 14 ） 設 計 書 デ ー タ （ 当 企 業 団 指 定 の 積 算 ソ フ ト ） 

（ 15 ） 報 告 書                                                 

（ 16 ） 数 量 計 算 書 及 び 数 量 計 算 根 拠 資 料            

（ 17 ） 工 事 用 特 記 仕 様 書                                

（ 18 ） 道 路 占 用 許 可 申 請 書 （ ４ 部 ） 、添 付 資 料       

    ( 添 付 資 料 の 個 人 情 報 は 削 除 ) 

（ 19 ） そ の 他 参 考 資 料 （ 設 計 に 伴 っ て 収 集 、 調 査 し た 資 料 及 び そ の   

他 申 請 等 に 関 す る 資 料 等 ）   

（ 20 ） 個 人 情 報 消 去 又 は 廃 棄 証 明 書 

    以 上 に つ い て は 、 製 本 １ 部 及 び 原 稿 ・ P D F と す る 。な お 、 設 計 書 及

び 数 量 計 算 書 に つ い て は E X C E L フ ァ イ ル 等 の 編 集 可 能 な フ ァ イ ル 

も 添 付 す る こ と 。 

 

   以 上 の 成 果 品 を 、 成 果 品 収 納 ケ ー スに 収 納 し て 提 出 す る こ と 。 

な お 、 収 納 ケ ー ス は 当 企 業 団 で 事 前 に 貸 し 出 す 。 

 

 

※ 入 札 閲 覧 用 の 金 抜 き 設 計 書 に 添 付 す る 設 計 図 面 は 、 個 人 情 報 （ 住 所 ・ 

氏 名 ・ 水 栓 番 号 ） は 削 除 す る こ と 。 
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第 ５ 章   照 査 

  （ 照 査 の 目 的 ）   

第 ３ ４ 条   受 注 者 は 、 業 務 を 施 行 す る 上 で 技 術 資 料 等 の 諸 情 報 を 活   

用 し 、 十 分 な 比 較 検 討 を 行 う こ と に よ り 、 業 務 の 高 い 質 を 確 保 す 

る こ と に 努 め る と と も に 、 さ ら に 照 査 を 実 施 し 、 水 道 設 計 業 務 、 

標 準 仕 様 書 及 び 設 計 図 書 等 の 目 的 に 添 う よ う に し な け れ ば な ら な 

い 。   

  

  （ 照 査 の 体 制 ）   

第 ３ ５ 条   受 注 者 は 、 遺 漏 な き 照 査 を 実 施 す る た め 、 相 当 な 技 術 経   

  験 を 有 す る 照 査 技 術 者 を 配 置 し な け れ ば な ら な い 。   

 

  （ 照 査 事 項 ）   

第 ３ ６ 条   照 査 技 術 者 は 、 設 計 図 書 に 定 め 、 又 は 監 督 職 員 の 指 示 す る 

業 務 の 節 目 毎 に そ の 成 果 の 確 認 を 行 う と と も に 、 設 計 全 般 に わ た 

り 、 下 記 に 示 す 事 項 に つ い て 、 照 査 技 術 者 自 身 に よ る 照 査 を 行 わ 

な け れ ば な ら な い 。   

（ １ ） 基 本 条 件 の 内 容 確 認 に つ い て   

（ ２ ） 比 較 検 討 の 方 法 及 び そ の 内 容 に つ い て   

（ ３ ） 各 種 数 量 計 算 書 等 の 妥 当 性 、 整 合 性 に つ い て   

（ ４ ） 計 算 書 と 設 計 図 と の 整 合 性 に つ い て   

（ ５ ） 工 事 用 特 記 仕 様 書 の 内 容 に つ い て   

  

（ 照 査 報 告 書 ）   

第 ３ ７ 条   照 査 技 術 者 は 、 業 務 完 了 に 伴 っ て 照 査 結 果 を 照 査 報 告 書 

と し て と り ま と め 、 監 督 職 員 に 提 出 す る も の と す る 。   
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